
静岡市地場産品体験学習事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、児童が学校教育の中で地場産品について学習することを契機として、本市

の地場産品とものづくりに対する関心と理解を深めるため、当該児童について地場産品体験

学習事業を実施した当該学校の長に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号）に規定するも

ののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）児童 静岡市内の小学校及び特別支援学校の小学部（以下「小学校等」という。）に通学

する児童をいう。 

（２）地場産品 竹細工、指物、漆器、和染その他の工芸品で、市長が認めるものをいう。 

（３）地場産品創作体験施設 希望する者に対し地場産品の創作体験をさせる施設として市長

が指定する施設をいう。 

（４）地場産品体験学習事業 小学校等の授業の一環として、教師の引率のもと児童が地場産

品創作体験施設を利用して実地に体験することにより行う学習を実施する事業をいう。 

（補助金の交付） 

第３条 補助金は、地場産品体験学習事業を実施した当該小学校等の長に対して交付する。 

２ 補助金は、地場産品体験学習事業に要する経費を学年費等の積立金その他の保護者の任意

の積立金等で児童の教育のために小学校等の長が管理及び処分を委任されたものを用いて行

った場合に交付する。 

３ 補助金の交付は、１年度につき１回限りとする。 

４ 前項の場合において、１つの小学校等内に地場産品体験学習事業を実施する学年が２以上

あるときは、１学年に限り補助金を交付する。ただし、公立義務教育諸学校の学級編制及び

教職員定数の標準に関する法律（昭和33年法律第116号）第３条第１項ただし書に規定する数

学年の児童を１学級に編制した学級においては、１学年として扱う。 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、児童が地場産品創作体験施設の利用に要する額（施設使用料及び原材

料費をいう。）の合計額とする。ただし、児童１人につき１件として2,200円を限度とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする小学校等の長は、地場産品体験学習事業補助金交付



申請書（様式第１号）と事業計画書を市長に提出しなければならない。 

（交付の決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付す

べきものと認めたときは、交付の決定をし、地場産品体験学習事業補助金交付決定通知書（様

式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（変更、中止又は廃止の承認申請） 

第７条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた小学校等の長（以下「事業実施校長」

という。）は、地場産品体験学習事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あら

かじめ地場産品体験学習事業補助金交付変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）に変

更事業計画書を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（変更、中止又は廃止の承認） 

第８条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべ

きと認めたときは、地場産品体験学習事業補助金交付変更（中止・廃止）承認通知書（様式

第４号）により事業実施校長に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 事業実施校長は、地場産品体験学習事業が完了したときは、速やかに地場産品体験学

習事業実施報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要が

あると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定

の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付す

べき補助金の額を確定し、地場産品体験学習事業補助金交付確定通知書（様式第６号）によ

り事業実施校長に通知するものとする。 

（請求） 

第11条 前条の規定による通知を受けた事業実施校長は、請求書を市長に提出しなければなら

ない。 

（積立金等の充当） 

第12条 事業実施校長は、補助金の支払いを受けたときは、当該補助金を第３条第２項に規定

する積立金等に充当するものとする。 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 



附 則 

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

 

地場産品体験学習事業補助金交付申請書 

 

  年  月  日  

 

（宛先）静岡市長 

所 在 地 

学校の名称 

校長氏名             

電 話  

 

 地場産品体験学習事業補助金の交付を受けたいので、静岡市地場産品体験学習事業補助金交

付要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 事業の名称 

  地場産品体験学習事業 

 

 

２ 交付申請額 

             円 

 

 

３ 事業計画 

  別紙「事業計画書」のとおり 



（別紙）事業計画書 

 

１ 実施予定日     年  月  日 

２ 対象学年等       年生  人 

３ 利用する地場産品創作体験施設 

（１）所在地 

（２）名 称 

４ 体験学習の内容 

 
創作体験する地場産品 参加 

児童数 

施設使用料及び 

原材料費 
補助金額 

種類 区分 

１   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

２   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

３   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

４   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

５   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

６   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

７   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

８   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

９   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

10   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

合計 人 円 円 

５ 教師名（引率者名）  

６ 備考 



様式第２号（第６条関係） 

 

第      号 

  年  月  日 

 

         様 

 

静岡市長  氏   名 □印  

 

地場産品体験学習事業補助金交付決定通知書 

 

     年 月 日付けで申請のありました地場産品体験学習事業補助金については、次の

とおり交付決定しましたので通知します。 

 

 

１ 交付決定額 

             円 

 

 

２ 交付予定時期 

      年  月 

 

 

３ 交付の条件 



様式第３号（第７条関係） 

 

地場産品体験学習事業補助金交付変更（中止・廃止）申請書 

 

   年   月   日  

 

 （宛先）静岡市長  

 

所 在 地  

学校の名称  

校長氏名                        

電   話  

 

 

  年  月  日付け   第    号をもって補助金の交付決定を受けた地場

産品体験学習事業補助金について、交付の変更（中止・廃止）を受けたいので、次のとおり

申請します。 

 

 

１ 事業の名称 

   地場産品体験学習事業 

 

２ 交付変更申請額等 

交付決定額 変更増減額 交付変更申請額 

円 円 円 

 

３ 事業計画（中止・廃止の場合は、理由を記入） 

  別紙「変更事業計画書」のとおり 

 

 



（別紙）変更事業計画書 

 

１ 実施予定日     年  月  日 

２ 対象学年等     年生  人 

３ 利用する地場産品創作体験施設 

（１）所在地 

（２）名 称 

４ 体験学習の内容 

 
創作体験する地場産品 参加 

児童数 

施設使用料及び 

原材料費 
補助金額 

種類 区分 

１   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

２   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

３   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

４   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

５   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

６   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

７   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

８   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

９   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

10   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

合計 人 円 円 

５ 教師名（引率者名）  

６ 備考 



様式第４号（第８条関係） 

 

第      号 

  年  月  日 

 

         様 

 

静岡市長  氏   名 □印 

 

地場産品体験学習事業補助金交付決定変更（中止・廃止）承認通知書 

 

  年 月 日付け 第  号で通知した地場産品体験学習事業補助金の交付の内容

を次のとおり変更（中止・廃止）を承認したので通知します。 

 

 

１ 変更前の交付決定額        円 

 

２ 変更増（減）額          円 

 

３ 変更後の交付決定額        円 



様式第５号（第９条関係） 

地場産品体験学習事業実施報告書 

   年  月  日  

 

（宛先）静岡市長 

所 在 地  

学校の名称  

校長氏名                        

電   話  

 

 静岡市地場産品体験学習事業補助金交付要綱に基づく体験学習を実施したので、次のとおり

報告します。 

 

 

１ 実 施 日 

      年  月  日 

 

２ 利用した施設 

（１）所在地 

（２）名称 

 

３ 実施内容 

（１）対象学年等        年生  人 

（２）体験学習の内容    別紙「体験学習の内容」のとおり 

（３）補助金交付請求額         円 

 

４ 体験学習の成果及び感想 

 

 

 

 



（別紙）体験学習の内容 

 

 
創作体験した地場産品 参加 

児童数 

施設使用料及び 

原材料費 

 

補助金額 
種類 区分 

１   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

２   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

３   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

４   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

５   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

６   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

７   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

８   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

９   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

10   人 
円 

（単価   円） 

円 

（単価   円） 

合計 人 円 円 

  

上記内容のとおり、当施設を利用したことに相違ありません。 

   年  月  日 

（所在地） 

（名 称）                ㊞  

 

 

 



様式第６号（第10条関係） 

 

第     号 

  年  月  日 

  

           様 

 

静岡市長  氏   名 □印 

 

 

地場産品体験学習事業補助金交付確定通知書 

 

 

    年 月 日付け 第  号により決定した地場産品体験学習事業補助金の交付につい

ては、次のとおり確定したので通知します。 

 

 

１ 交付決定額   円 

 

２ 交付確定額   円 


